
令和６年 10月 19日 第４回区長会議資料 

くらし人権課 課長：勝見、担当：水野（22-1134） 

1 

 

防犯灯及び防犯灯柱管理に係る支援制度について 

 

令和７年度から、ＬＥＤ化した灯具の取替えと老朽化した防犯灯柱建替えに係る補助を新

設する。 

 

１．補助限度額、補助率の設定 

※R16年度までの期間限定の補助制度 

（１）ＬＥＤ灯具の取替え 

補助限度額：1.5万円、補助率：1/2以内（１灯当たり 1回のみ） 

（２）防犯灯柱の建替え、補修 

補助限度額：10万円、補助率：1/2以内、前年度に計画書を提出 

 

【参考】防犯灯ＬＥＤ化補助金の年度別補助実績  補助限度額：２万円、補助率 1/2 

年度 LED化灯数 補助金額 １灯当たりの金額  経緯 

H25年度 2,688灯 18,846千円 7,011円 交付要綱施行 

（５年間限定） 

↓ 

H26年度 2,581灯 23,416千円 9,072円 

H27年度 2,359灯 21,811千円 9,245円 

H28年度 885灯 8,557千円 9,668円 

H29年度 348灯 3,499千円 10,054円 

R４年度 67 灯 858千円 12,805円 ３年間限定復活 

↓ R５年度 84灯 1,210千円 14,404円 

R６年度見込 98 灯 1,960千円 20,000円で積算 

合計 9,110灯 80,157千円   

※R6度末(想定)市内防犯灯数 10,111灯うち LED灯 10,049灯（LED化率 99.4％） 

うち 939 灯 LED化時期不明 

 

２．ＬＥＤ灯具の取替え補助限度額の算出方法 

   3.5万円①－２万円②＝1.5万円 

    ①：取替え工事にかかる費用 ②：電気料金削減額（15年間） 

     ※ＬＥＤ灯具の寿命を 15年と想定【平均 1日 11時間（18時～５時として想定）】 

＜参考１：取替え工事費＞ 

２０ＷＬＥＤ防犯灯、付属品、取付工事 ３６，７４０円（業者見積）≒3.5万円 

＜参考２：電気料金削減額＞ 

区分 (a) 20W～40Wの蛍光管 (b) LED10W (c) LED20W 

月額電気料金 235.62 円 86.13 円 135.96 円 

 (a)→(b) 15年間で１灯当たり 26,908円削減 

 (a)→(c) 15年間で１灯当たり 17,938円削減  電気料金削減効果２万円程度 
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 ３．交付方法 

・申請：予見ができないため対象になる防犯灯は都度取替を実施。３カ月ごとの実績払い。 

・対象：点灯していないもしくは照度が明らかに低下している LED防犯灯 

 

 ４．防犯灯柱の建替え、補修にかかる補助金活用計画書の提出 

 （１）１１月１５日（金）までに希望本数を事務局に電話で報告 

（２）１２月１３日（金）までに計画書を提出 

 

 

５．今後の予定 

10月 19日（土） ：第４回区長会議 

11月１日（金）～12月２日（月） ：パブリック・コメント手続き 

令和７年４月 ：要綱施行 

 

 

 

【問合せ・提出先】 

                区長会事務局 担当：水野（くらし人権課） 

電 話 ２２－１１３４（直通） FAX ２５－７２３３ 

メール kurashi-jinken@city.tajimi.lg.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


